
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 
 
 

令和５年１２月１日 

 

第５２回厚木南公民館まつりにおいて、厚木南地区地域福祉推進委員会主催による

『福祉バザー』を１１月４日（土）に開催いたしました。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により４年ぶりの開催となった今回の福祉バザ

ー。地域の多くの方が待ち望んでいたことを象徴するように、当日は午前１０時の開

会前から並んでいる方もおり、会場は熱気に包まれました。 

従事された委員の皆さまも、佐藤委員長を中心に沢山の品物を販売していただき、

その結果、寄付金を含め５０，９６８円もの収益を上げることができました。 

バザー品の提供を始め、ご協力いただきました皆さまに感謝を申し上げます。 

なお、貴重な収益金は、地域福祉事業に役立ててまいります。 

発 行：厚木南公民館 
住 所：厚木市旭町２－４－１８ 
T E L   ：０４６－２２８－０５８２ 
F A X ：０４６－２２０－１７５１ 
e-mail   ：8612@city.atsugi.kanagawa.jp 

 皆さんは、旭町スポーツ広場の西側道路沿いの土手に、美しい花を咲かせている花壇があるのを知っていますか？ 

 皇帝ダリアや様々な種類の菊の花が、秋の日差しを浴びて色鮮やかに咲いていて、その美しさについ足を止め

てしまうほどです。 

 この花壇は、ボランティア団体「花道会」の方々が、６年ほど前から管理されています。 

 代表の花田毅さんは、『当時、この場所一帯は、雑草が繁茂したり、路上駐車があったりと通行や安全面に支障を

きたしていましたが、活動を続けていくうちに周囲の環境も良くなり、道路もとても明るくなりました。 

管理をする上で工夫していることは、水やりをするときは、水道を使用せず、溜めた雨水で行うなど資源と環境に

配慮していることです。活動は大変なこともありますが、花を見ている方に“きれいですね”と言われると嬉しいです

し、時には、花を差し上げたりしています。今は、来年の３月頃に満開を迎える芝桜を楽しみにしています。』と、お

っしゃっていました。 

地域のちょっとした癒しのスポット！ 皆さんも是非、訪れてみてはいかがでしょうか？ 

１１月９日（木）、地域の高齢者と厚木第二小学校１年生との交流を図るため、世代間
交流事業「昔遊び」を厚木第二小学校で実施いたしました。 

従来、厚木第二小学校との世代間交流事業は、地域の高齢者の方と児童とで給食会を

実施していましたが、コロナ禍を経て事業を見直し、今年度は、厚木南地区地域福祉推進

委員会事業として実施する運びとなりました。 

当日は、『厚木南地区しあわせクラブ（老人会）』の方々を中心とした“昔遊び名人の
１４人 “が小学校に集い、竹馬、あやとり、お手玉、こま、めんこ、けん玉の

指導を行いました。児童たちも、昔の遊びに目を輝かせ、名人の技に釘付けとなりなが

ら技の習得に励むなど、大変微笑ましいひと時を過ごすことができました。 

ご指導くださいました名人の皆さまに、改めてお礼申し上げます。 

次回もお元気にご指導いただきますようお願いいたします。 

 厚木南公民館だより 検索 厚木市ホームページでカラー版をご覧いただけます！ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【対 象】１８歳以上で心身ともに健康で熱意のある方 

【勤務先】市内小・中学校 

【勤務時間】月１０日程度、７：３０～１６：００ 

（うち休憩時間４５分） 

【給 与】日額８，８２０円 

（地域手当込み。月末締め翌月２１日支給） 

※条件により通勤・期末手当有り 

【任 期】任用開始日から３月３１日まで 

※最長１年。継続雇用有り 

【申込み】面接を行いますので、事前に電話連絡してくだ

さい。 

【問合せ】教育総務課 電話 ２２５－２６００ 

※令和６年度の募集について、広報あつぎ（１月１５日号）

に掲載しますので、興味のある方は御確認ください。 

市立小・中学校では、教職員の日常業務の多忙化緩和と

休暇取得促進のため、１２月２８日（木）を学校閉庁日と

します。また、１２月２９日（金）から１月３日（水）ま

では、年末年始のためお休みとなります。事故などで緊急

に連絡を要する場合は、教育委員会へ御連絡ください。 

（１２月２８日（木）８：３０～１７：１５のみ対応して

います。） 
【問合せ】 

〇学校閉庁に関すること   

教育総務課 電話 ２２５－２６６３ 

〇児童・生徒に関すること  

教育指導課 電話 ２２５－２６６０  

〇転入・転出に関すること  

学務課      電話 ２２５－２６５０ 

 

【主 催】厚木レクリエーションバドミントン協会 

【日 時】２月２日、９日、１６日、２３日 

（毎週金曜日） 

９：００～１２：００ 

【場 所】南毛利スポーツセンター 

【対 象】厚木市在住、在勤 成人男女３０名 

【持ち物】靴、ラケット、タオル 

【参加費】４回で２,０００円（保険料含む） 

【申込み】E メール：rec.bad-@outlook.jp  

(メール申込み後返信がない場合必ず問い合 

わせて下さい。) 

【締切り】１月３１日（水）必着 

【問合せ】０９０－５２１０－３７２４（松村） 

ボランティアで日本語講師の活動を希望されている

方、既に活動をされている方を対象に、講師としての基

本知識を学ぶ講座です。ぜひ、お気軽に御参加くださ

い。 

【日 時】１月１２日・１９日・２６日 

２月２日（毎週金曜日） 

２月６日（火）≪全５回≫ 

各日程：１８：３０～２０：００ 

【場 所】あつぎ市民交流プラザ６階 ルーム６１０ 

【対 象】次のうち、いずれかに該当する方 

（１）市内で日本語講師のボランティア活動を 

希望されている方 

   （２）既に市内で日本語講師のボランティア活

動をされている方 

【定 員】３０人（申込み多数の場合は、抽選） 

【参加費】無料 

【申込み】講座予約システム、窓口、電話またはハガキ 

に講座名、〒住所、氏名（ふりがな）、電話番 

号を書き、１２月１５日（金）【必着】までに 

〒２４３－８５１１市民協働推進課へお申込み 

ください。 

【問合せ】市民協働推進課 電話 ２２５－２２１５ 

年末年始は「忘年会・新年会」シーズンになります。厚木市では、食品ロス削減を目的とした「３０１０(さんまるいち

まる)運動」を推進しております。 

「３０１０運動」とは「宴会等のはじめの３０分と終わりの１０分は席に着いて食事をするこ 

とで食べ残しを減らしましょう！」ということから始まった食品ロス削減運動です。 

食べ残しを無くして、地球にやさしい生活を心がけましょう！ 

また、「３０１０運動」に協力していただける飲食店を募集しています。 

店内にポスター等を掲示し、「３０１０運動」の推進に御協力ください。協力店舗は、厚木市 

ホームページに「３０１０運動協力店舗」として掲載させていただきます。 

 

【主 催】厚木市 【主 管】厚木市ごみ対策協議会 

【問合せ】環境事業課 電話 ２２５－２７９３ 
ホームページはこちら 

人権週間（１２月４日から１０日）にちなんで、特設人

権相談を開催します。 

人権擁護委員が悩みごとや近所のもめごとなどの相談に 

応じます。予約不要ですのでお気軽にご相談ください。秘

密は厳守します。 

【日 時】１２月６日（水） 

９：００～１２：００、１３：００～１６：００ 

【会 場】厚木市役所本庁舎１階 総合相談コーナー 

【問合せ】市民協働推進課 電話 ２２５－２２１５ 

 


